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［テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果］ 

 

［区分 基準Ⅰ-B-1 教育目的・目標を確立している。］ 

 

＜現状＞ 

 学科の教育目的及び目標を、建学の精神に基づき確立している。詳細は学生生活のしおり

に記載している。また学科の教育目的及び目標をホームページや「学生生活のしおり」に記

載し学内外に表明している。 

＜課題＞ 

 学生に対して、学科の教育目標をより意識した学生生活を送ってもらえるように、継続的

な施策実施が必要。 

＜特記事項＞ 

 特になし。 

＜改善計画＞ 

 入学時および各学期初めのオリエンテーションで、学生に対して教育目標を周知し、学生

アンケートや授業改善レポート、Webシラバスのアンケートなどを利用して、学生の現状を

踏まえた教育目標の点検・見直しを実施してきた。加えて、ゼミなどを通じた働きかけも強

化していきたい。 

 

 

［区分 基準Ⅰ-B-2 学習成果を定めている。］ 

 

＜現状＞  

 学習成果（能力基準別到達目標）は、建学の精神および学科の教育目的・目標に基づいて

定められており、「学生生活のしおり」や Web シラバスにおいて各科目の「学修成果別評

価基準（ルーブリック）」として示し、学内外に表明している。また、Webシラバスシステ

ムを活用して学生の学習成果をレーダーチャートなどで可視化し、定期的に点検するととも

に、各教員が学期ごとに授業改善レポートを作成している。 

＜課題＞ 

 各教員に対する学生からの授業評価は非常に高い。今後もこれを継続していく必要がある。 

＜特記事項＞ 

 特になし。 

＜改善計画＞ 

 Webシラバスのアンケートやリアクションペーパーなどを利用した双方向型授業を徹底 

点検・評価の観点 

□（1）学科又は専攻課程の教育目的・目標を建学の精神に基づき確立している。 

□（2）学科又は専攻課程の教育目的・目標を学内外に表明している。 

□（3）学科又は専攻課程の教育目的・目標の達成状況を把握・評価している。 

□（4）学科又は専攻課程の教育目的・目標に基づく人材養成が地域・社会の要請に応えて

いるか定期的に点検している。 

点検・評価の観点 

□（1）短期大学としての学習成果を建学の精神に基づき定めている。 

□（2）学科又は専攻課程の学習成果を学科又は専攻課程の教育目的・目標に基づき定めて

いる。 

□（3）学習成果を学内外に表明している。 

□（4）学習成果を学校教育法の短期大学の規定に照らして、定期的に点検している。 

本報告書における点検・評価のテーマ／基準／区分は、(一財) 大学・短期大学基準協会の定める

項目のうち、学科/専攻科として対応すべきものを抽出したものである。 
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し、より学生から評価される授業・教育実施を目指す。また質問・疑問自体の評価を学生に 

フィードバックする。 

 

 

［区分 基準Ⅰ-B-3 卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受入

れの方針（三つの方針）を一体的に策定し、公表している。］ 

 

＜現状＞ 

 ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッションポリーを一体的に策定

し、「学生生活のしおり」や「募集要項」に記載して、内外に表明している。各教員は、こ

れら 3つのポリシーを踏まえた上でシラバスを作成し、教育活動を展開している。 

＜課題＞ 

 新カリキュラム（新教育課程表）が完成年度を終えたが、今後も新カリキュラムの教育意

図を教員・学生にさらに深く理解してもらう必要がある。 

＜特記事項＞ 

 特になし。 

＜改善計画＞ 

 今後も変更の必要に応じてカリキュラムの見直しを検討する。 

 

 

 

［テーマ 基準Ⅰ-C 社会貢献］ 
 

［区分 基準Ⅰ-C-1 高等教育機関として地域・社会に貢献している。］ 

点検・評価の観点  

□（1）短期大学及び学科又は専攻課程ごとに、組織的議論を重ね、三つの方針を関連付け

て一体的に策定し、学内外に表明している。 

□（2）短期大学及び学科又は専攻課程ごとに卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポ

リシー）を明確に示している。 

①卒業認定・学位授与の方針は、学習成果に対応し、卒業の要件、資格取得の要件を

明確に示している。 

②卒業認定・学位授与の方針は、社会的・国際的に通用性がある。 

③卒業認定・学位授与の方針を定期的に点検している。 

□（3）短期大学及び学科又は専攻課程ごとに教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・

ポリシー）を明確に示している。 

①教育課程編成・実施の方針は、卒業認定・学位授与の方針に対応している。 

②教育課程編成・実施の方針を定期的に点検している。 

□（4）短期大学及び学科又は専攻課程ごとに入学者受入れの方針（アドミッション・ポリ

シー）を明確に示している。 

①入学者受入れの方針は、学習成果に対応している。 

②入学者受入れの方針は、入学前の学習成果の把握・評価を明確に示している。 

③入学者受入れの方針を、高等学校等関係者の意見も聴取して定期的に点検してい

る。 

点検・評価の観点  

□（1）社会への貢献についての取組みに関する方向性を示している。 

□（2）地域・社会への貢献に取り組んでいる。 
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＜現状＞ 

 2 年後期の「生涯学習概論」において、富山駅周辺の課題を発見し、その解決策について

検討した（詳細は富山短期大学ホームページ「学生目線で考える富山駅周辺の課題」に記

載）。また、県民に役立つとともに本学の特色をアピールできる魅力的な公開講座を積極的

に実施し、そのための効率的かつ効果的な PR を行っている。さらに、地域連携センターが

統括する「富山短期大学公開講座」に注力し、4 講座を担当している（詳細は「令和 6 年富

山短期大学地域連携活動年報」に記載）。 

＜課題＞ 

 公開講座をはじめとする各種地域連携事業について、地域連携活動が更に伝わるよう、可

視化や情報発信の強化が必要である。一方で、教職員の減少が続いているので、行うべき地

域連携授業の「選択と集中」を考えていく必要がある。 

＜特記事項＞ 

 特になし。 

＜改善計画＞ 

 公開講座では教員の専門性を活かし、開講時期や内容を見直し、学生の「いみず学生アイ

ディアコンテスト」など地域に根ざした活動への参加を促し、その成果を可視化する。地域

課題解決に向けた研究活動を推進し、競争的資金を獲得しながら地域との連携を深め、その

成果を情報発信に繋げていく。 

 今後も引き続いて、地域連携事業を統括している（教育研究部の）「地域連携センター」

に地域連携事業の「選択と集中」の必要性を提唱する。 

 

 

［テーマ 基準Ⅰ-D 内部質保証］ 
 

［区分 基準Ⅰ-D-1 自己点検・評価活動等の実施体制を確立し、内部質保証に取り組んでい

る。］ 

 

＜現状＞ 

 学内の「自己点検・評価委員会」の指導に従い、学科として定期的かつ組織的に自己点

検・評価を行い、公表している。 

＜課題＞ 

 学科内の教員が、学科の「自己点検・評価」についてより関心を深める必要性がある。 

＜特記事項＞ 

①地域・社会に向けた公開講座、生涯学習事業、正課授業の開放（リカレント教育を

含む）等を実施している。 

②地方自治体、企業（等）、教育機関及び文化団体等と協定を締結するなど連携して

いる。 

③教職員及び学生はボランティア活動等を行っている。 

□（3）地域・社会への貢献についての取組みを定期的に点検している。 

点検・評価の観点  

□（1）自己点検・評価のための規程及び組織を整備している。 

□（2）定期的に自己点検・評価を行っている。 

□（3）定期的に自己点検・評価報告書等を公表している。 

□（4）自己点検・評価活動に全教職員が関与している。 

□（5）自己点検・評価活動に高等学校等の関係者の意見聴取を取り入れている。 

□（6）自己点検・評価及び認証評価の結果を改革・改善に活用している。 
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 特になし。 

＜改善計画＞ 

 学科長・副学科長による、学科教員への啓発を行う。 

 

 

［区分 基準Ⅰ-D-2 教育の質を保証している。］ 

 

＜現状＞ 

 シラバスにおいて学習成果の基準を示すとともに、実際の学生の到達成果については「授

業改善レポート」の提出とそのチェックを行うことで質的保証を図っている。また、シラバ

スの点検と改善については、教務担当の総合学務センター委員が経営情報学科のカリキュラ

ム・ポリシーに沿って各教員の Web シラバスのチェックを実施し、現時点の基準に対応し

ていないものについては修正を依頼している。さらに、問題がある場合には各教員にフィー

ドバックを行い、修正を計画している。 

＜課題＞ 

 PDCAとして回している意識が学科内で徹底されていない。 

＜特記事項＞ 

 特になし。 

＜改善計画＞ 

 学科長・副学科長による、学科教員への啓発を行う。 

 

 

［テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程］ 
 

［区分 基準Ⅱ-A-1 卒業認定・学位授与の方針に従って、単位授与、卒業認定や学位授与を

適切に行っている。］ 

 

＜現状＞ 

 上記の「点検・評価の観点」と、学則第 2 条の 2「学科の目的」に照らし点検を実施した

が、特に問題はなかった。 

＜課題＞ 

 今後も継続していく。 

＜特記事項＞ 

 特になし。 

点検・評価の観点  

□（1）学習成果を焦点とする査定（アセスメント）の手法を有している。 

□（2）査定の手法を定期的に点検している。 

□（3）教育の向上・充実のための PDCAサイクルを活用している。 

□（4）学校教育法、短期大学設置基準等の関係法令の変更などを確認し、法令を遵守して

いる。 

点検・評価の観点  

□（1）単位授与の要件を定めている。 

□（2）単位授与、卒業認定や学位授与に関する要件を周知している。 

①単位の実質化を図り、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、年間又

は学期において履修できる単位数の上限設定等を行っている。 

□（3）単位授与、卒業認定や学位授与が適切に運用されていることを点検している。 

□（4）進級判定がある場合は周知している。 
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＜改善計画＞ 

 今後とも、定期的に点検していく。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-A-2 教育課程編成・実施の方針に従って、教育課程を編成している。］ 

 

＜現状＞ 

 「新学習指導要領・情報活用能力の育成・ICT 活用」により高等学校では「情報Ⅰ」が共

通必修科目となり、すべての高校生がプログラミングやネットワーク、データ活用について

学習する時代が始まったことを踏まえ、本学科でもデジタル化技術が加速する社会を見据え

て DS（データサイエンス）や DX（デジタルトランスフォーメーション）教育をさらに取り

入れている。その一環として、本年度中に情報分野の専門科目「データ科学実践」が文部科

学省から「数理・データサイエンス・AI 教育プログラム（応用基礎レベル）」の認定を受け

た。また、その他の点についても自己点検を行ったが、いずれも問題はなかった。 

＜課題＞ 

 時代の要請に合わせて、DS、DX教育をさらに発展させる。 

＜特記事項＞ 

 特になし。 

＜改善計画＞ 

 情報分野の専門科目「データ科学実践」の履修率をさらに増加させ、学生一人ひとりのデ

ジタルスキルを向上させる。また、デジタル教育について全学との歩調を合わせながら、学

科内でも徹底する計画である。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-A-3 教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、幅広く深い教養を培うよう

編成している。］ 

 

＜現状＞ 

点検・評価の観点  

□（1）教育課程は、短期大学設置基準にのっとり体系的に編成している。 

2 学習成果に対応した、授業科目を編成している。 

②専門職学科においては、当該学科の専攻に係る職業の状況等を踏まえて授業科目の

開発及び編成を行っている。 

3 シラバスに必要な項目（学習成果、授業内容、予習・復習の内容、授業時間数、成

績評価の方法・基準、教科書・参考書等）を明示している。 

4 学生による授業評価を定期的に受けて、授業改善に活用している。 

5 授業内容について授業担当者間での意思の疎通、協力・調整を図っている。 

⑥通信による教育を行う学科又は専攻課程の場合には印刷教材等による授業（添削等

による指導を含む）、放送授業（添削等による指導を含む）、面接授業又はメディ

アを利用して行う授業の実施を適切に行っている。 

□（2）教育課程の見直しを定期的に行っている。 

□（3）専門職学科の授業科目の開発、教育課程の編成及びそれらの見直しにおいて、教育

課程連携協議会の体制・役割が明確である。 

点検・評価の観点  

□（1）教養教育の内容と実施体制が確立している。 

□（2）教養教育と専門教育との関連が明確である。 

□（3）教養教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。 



7 

 短期大学設置基準に則り、幅広く深い教養を培うことを目的として教養科目を編成し実施

体制を確立している（詳細は学生生活のしおりに記載）。また、教養科目についても「授業

アンケート」を実施してその効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。さらに、専門科

目との関連性を踏まえながら総合教養科目や外国語・体育科目など教養教育の改革・再編を

図っている。加えて、教養演習では、読解力、不理解箇所の調査力、内容の整理力、資料の

作成力、発表のプレゼンテーション力といったビジネスパーソンに必要とされる基礎的能力

の習得を目的とした教育を行っており、各教員が少人数制によるきめ細やかな個別指導を行

うことで、学問修得の面だけでなく、ディスカッションやコミュニケーションを通じて社会

常識を確認し、人間的成長を図ることも目指している。 

＜課題＞ 

 数理・データサイエンス・AI に関する基礎的な理解や関心を高める教養科目（「人間と情

報」）が好評となった。さらに情報分野の専門科目で文部科学省から「数理・データサイエ

ンス・AI 教育プログラム(応用基礎レベル)」の認定を受けた「データ科学実践」を同じよう

に軌道に乗せ、教養と専門との連続性を実現する必要がある。 

＜特記事項＞ 

特になし。 

＜改善計画＞ 

 情報分野の専門科目「データ科学実践」を同じように軌道に乗せ、教養と専門との連続性

を確保し、教育体制を充実化させる。今後も必要に応じ、学生の幅広く深い教養の涵養に向

けた各種改善を図る。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-A-4 教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、職業又は実際生活に必要な

能力を育成するよう編成し、職業教育を実施している。］ 

 

＜現状＞ 

 本年度も夏季休暇を利用して約 50の企業・団体において 1年生のほぼ全員が参加し、5日

間から 10 日間の就業体験としてインターンシップを実施した。また、12 月にはその成果を

プレゼンする学内発表会を開催し、体験内容の情報共有とプレゼンテーション能力の養成を

図った。さらに、インターンシップの効果を高めるため、企業・団体からの評価票を学科教

員で共有し、就職指導等に活用している。 

＜課題＞ 

「評価票」の電子化（ペーパーレス化） 

＜特記事項＞ 

 特になし。 

＜改善計画＞ 

 対象となる企業団体からの理解・承諾を獲得して実現したい。 

 
 

［テーマ 基準Ⅱ-B 学習成果］ 
 

［区分 基準Ⅱ-B-1 短期大学及び学科又は専攻課程において、学習成果は明確である。］ 

点検・評価の観点  

□（1）学科又は専攻課程の専門教育と教養教育を主体とする職業への接続を図る職業教育

の実施体制が明確である。 

□（2）職業教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。 

点検・評価の観点  

□（1）学習成果に具体性がある。 
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＜現状＞ 

 総合学務センター委員（教務担当）が経営情報学科のカリキュラム・ポリシーに沿って各

教員の Web シラバスをチェックし、「能力基準別評価方法」「ルーブリック」「シラバス」

の点検と改善を行うとともに、現時点の基準に対応していないものについては修正を依頼し

ている。また、「授業アンケート」を踏まえ、学修成果の到達度や変化の把握とその要因の

分析について、各教員が授業改善レポートにおいて実施している。 

＜課題＞ 

 学科内で学科 FDか、それに準ずる取り組みを実施する必要がある。 

＜特記事項＞ 

 特になし。 

＜改善計画＞ 

 スケジュールの都合で、学科内 FD がなかなか実現できていないので、他の教員のシラバ

スを参考にしたり、他の教員の授業見学などを、学科として奨励していきたい。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-B-2 学習成果の獲得状況を適切に評価している。］ 

 

※基準Ⅱ-B-1と同じ（短期大学評価基準の改訂により，基準Ⅱ-B-1 と B-2は 1つに集約されて

いる。） 

 

 

 

 

［区分 基準Ⅱ-B-3 学習成果の獲得状況を量的・質的データを用いて測定する仕組みをもっ

ている。］ 

 

＜現状＞ 

 学習成果の獲得状況を量的・質的データを用いて測定する仕組みとして Web シラバスシ

ステムがあり、教職員により活用されている（詳細は教務部で記載のため省略）。また、学

生アンケートや大学編入学率、就職率などのデータを活用して学習成果を測定しており、こ

れらのデータ等をもとに評価した学習成果を学内外に公表している。 

□（2）学習成果は一定期間内で獲得可能である。 

□（3）学習成果は測定可能である。 

点検・評価の観点  

□（1）各授業科目の学習成果は、学科又は専攻課程の学習成果に対応している。 

□（2）教員は、成績評価基準等により学習成果の獲得状況を適切に評価している。 

□（3）教員の成績評価の状況について把握し、点検している。 

点検・評価の観点  

□（1）GPA 分布、単位修得率、学位取得率、資格試験や国家試験の合格率、学生の業績の

集積（ポートフォリオ）、ルーブリック分布などを活用している。 

□（2）学生調査や学生による自己評価などを活用している。 

□（3）インターンシップや留学などへの参加率、大学編入学率、在籍率、卒業率、就職率

などを活用している。 

□（4）卒業生への調査、卒業生の進路先を対象とする調査などを活用している。 

□（5）測定した結果を学習成果の点検に活用している。 
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＜課題＞ 

 授業評価アンケートや学修行動・生活調査などの回答率を上げる必要がある。 

＜特記事項＞ 

 特になし。 

＜改善計画＞ 

 各種アンケート調査の回答率を維持・向上させるための方策について検討し、総合学務セ

ンター委員会での提起を行い、改善を目指す。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-B-4 学習成果の獲得状況の公表に努めている。］ 

 

＜現状＞ 

基準Ⅱ-B-3の現状③に記載。    

＜課題＞ 

 基準Ⅱ-B-3の課題と同じ  

＜特記事項＞ 

 特になし。 

＜改善計画＞ 

 基準Ⅱ-B-3の改善計画と同じ 

 

 

 

［テーマ 基準Ⅱ-D 学生支援］ 
 

［区分 基準Ⅱ-D-1 学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行っている。］ 

点検・評価の観点  

□（1）学習成果の獲得状況について、可視化した根拠がある。 

□（2）学生に獲得した学習成果を自覚できるように、根拠を基に説明している。 

□（3）学習成果の獲得状況について、根拠を基に公表することに努めている。 

点検・評価の観点  

□（1）入学手続者に対し入学までに授業や学生生活についての情報を提供している。 

□（2）入学者に対し学習、学生生活のためのオリエンテーション等を行っている。 

□（3）学習の動機付けに焦点を合わせた学習の方法や科目の選択のためのガイダンス等を

行っている。 

□（4）学生便覧等、学習支援のための印刷物（ウェブサイトを含む）を発行している。 

□（5）学生に対して履修及び卒業に至る指導・支援を行っている。 

□（6）学習上の悩みなどの相談にのり、適切な指導助言を行う体制を整備している。 

□（7）基礎学力が不足する学生や進度の遅い学生に対し補習授業等を行っている。 

□（8）進度の速い学生や優秀な学生に対する学習上の配慮や学習支援を行っている。 

□（9）通信による教育を行う学科又は専攻課程の場合には、添削等による指導の学習支援

の体制を整備している。 

□（10）図書館等に専門的職員その他の専属の教員又は事務職員等を配置し、学生の学習向

上のために支援を行っている。 

□（11）学生の海外への派遣（長期・短期）を行っている。 

□（12）学習成果の獲得状況を示す量的・質的データに基づき学習支援方策を点検してい

る。 
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＜現状＞ 

 成績評価や各種学生アンケート結果については、履修生の成績やアンケート結果を収集し、

フィードバック方法やアフターケアの充実について各教員が授業改善レポートで点検・検討

を行っている。学生の成績は GPA 評価を付加した資料として開示し、ゼミ担当教員が個別

指導を実施している。また、出欠管理を徹底し、4 回以上欠席した学生には保護者へ郵送で

連絡しているほか、成績不振学生については大学祭期間中に保護者懇談会を実施し、情報共

有を行っている。  

 授業外学修時間の確保のため、Webシラバスを活用した反転授業を実施し、その効果を授

業改善レポートで検証している。科目によっては Google Classroom や録画授業を活用し、

授業外学習を促進している。図書館環境の改善として、専任教員が学生に薦める専門分野の

書籍を整備するとともに、新聞・雑誌の閲覧コーナーを設置し、6 紙の新聞の読み比べを推

奨している。 

 また、入学前セミナーで入学までの課題を説明する入学前指導を行うとともに、オフィス

アワーを活用した個別対応や、資格取得・編入学に関する個別指導など、学科独自の学習支

援を実施している。 

＜課題＞ 

 成績不良の改善に向けて、自ら対応できない資質をもつ学生が増えていることが課題とな

っている。また、学科独自の個別的な学習支援を実施するために、長期休暇・休日・時間外

などを利用せざるを得ない状況が続いており、担当教員への負担が大きくなっている。その

ため、今後は効率的かつ効果的な個別対応の方策を検討する必要がある。 

＜特記事項＞ 

 特になし。 

＜改善計画＞ 

 対象となる学生の各授業における理解度や状況を学科教員全員で共有し、それを各授業で

の個別指示や支援に生かすとともに、必要に応じてゼミ担任による面談指導を行う。また、

効率的かつ効果的な個別対応に向けて、専任教員全員が担当する「大学教育と学修」（1 年

次）の指導を通じて自主学習の習慣化を促し、図書館利用の促進や、各種媒体・ツールを活

用した指導方法について検討・実施していく。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-D-2 学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織的に行っている。］ 

点検・評価の観点  

□（1）学生の生活支援のための教職員の組織（学生指導、厚生補導等）を整備している。 

□（2）クラブ活動、学園行事、学友会など、学生が主体的に参画する活動が行われるよう

支援体制を整えている。 

□（3）学生食堂、売店の設置等、学生のキャンパス・アメニティに配慮している。 

□（4）宿舎が必要な学生に支援（学生寮、宿舎のあっせん等）を行っている。 

□（5）通学のための便宜（通学バスの運行、駐輪場・駐車場の設置等）を図っている。 

□（6）奨学金等、学生への経済的支援のための制度を設けている。 

□（7）学生の健康管理、メンタルヘルスケアやカウンセリングの体制を整えている。 

□（8）学生生活に関して学生の意見や要望の聴取に努めている。 

□（9）留学生が在籍する場合、留学生の学習（日本語教育等）及び生活を支援する体制を

整えている。 

□（10）社会人学生が在籍する場合、社会人学生の学習を支援する体制を整えている。 

□（11）障がい者の受入れのための施設を整備するなど、障がい者への支援体制を整えてい

る。 
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＜現状＞ 

 総合学務センター（教育研究部）および健康支援センター（運営管理部）と連携し、学生

の生活支援を積極的に行っている。なお、学生への支援や相談対応は主にゼミ担任が担当し

ている。 

＜課題＞ 

 カウンセリングを必要とする学生や、母子家庭など経済的支援を必要とする学生が増えて

きている。 

＜特記事項＞ 

 特になし。 

＜改善計画＞ 

 総合学務センター（教育研究部）・健康支援センター（運営管理部）との連携を密にして、

支援を必要とする学生に対して適切かつ迅速に対応する。 

 

 

 

［区分 基準Ⅱ-D-3 進路支援を組織的に行っている。］ 

 

＜現状＞ 

 学生の就職支援は各ゼミナールの担当教員が少人数体制で行っているため、学生一人ひと

りの資質に応じたきめ細かな指導が可能である。求人票は場所や時間を問わず閲覧できる

Web方式を採用。キャリア支援センターが管理する資料室では、過去の受験報告書の確認に

加え、筆記試験や Webテストの対策学習も行える。 

 さらに、学科教員全員とキャリア支援センターが就職状況をリアルタイムで共有できる

Webシステムを運用し、支援が必要な学生を迅速にフォローできる体制を構築しており、進

学面でも、編入学情報を Web で公開しているほか、長期休暇中などの正課外でも英語等の

対策講座を実施し、手厚い支援を行っている。 

 卒業後の企業団体での様子については企業団体へのアンケート調査により情報収集し、そ

の結果は学科内教員で共有しビジネス実務演習（授業）のなかで在学生に反映している。

（企業団体からのアンケート調査結果を最終ページに掲載する） 

※補助金の都合でこのコメント（卒業生意見＆企業要望を授業で反映）が必要です 

また、調査結果の掲載（最終ページ）が必要です。 

 

＜課題＞ 

 就職活動の困難な学生への対応策。 

＜特記事項＞ 

 特になし 

＜改善計画＞ 

□（12）長期履修生を受け入れる体制を整えている。 

□（13）学生の社会的活動（地域活動、地域貢献、ボランティア活動等）に対して積極的に

評価している。 

点検・評価の観点  

□（1）就職支援のための教職員の組織を整備し、活動している。 

□（2）就職支援のための施設を整備し、学生の就職支援を行っている。 

□（3）就職のための資格取得、就職試験対策等の支援を行っている。 

□（4）学科又は専攻課程ごとに卒業時の就職状況を分析・検討し、その結果を学生の就職

支援に活用している。 

□（5）進学、留学に対する支援を行っている。 
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 学科内教員とキャリア支援センター、ハローワーク等が連携し、学生の希望する進路に応

じた柔軟な指導を行っていく。 

 

 

［テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源］ 
 

［区分 基準Ⅲ-A-2 教員は、教育課程編成・実施の方針に基づき教育研究活動を行ってい

る。］ 

 

＜現状＞ 

 教育活動においては、授業アンケートの総合評価値が 4 点満点中 3.2 以上となっており、

学生の満足度は概ね良好であると判断できる。研究活動においては、学外の学会などで研究

成果を発表するなど、積極的に研究活動を行っている。 

＜課題＞ 

 配慮学生が年々増え、その指導に要する時間増により研究活動等に割ける時間が減る傾向

にある。よって、配慮学生の指導時間の確保のため、学科内で情報を共有し対応方法を体系

化することが課題である。 

 
 

 

 

★この表は補助金加点のため掲載しないといけないため削除 NGです。森井泉 

点検・評価の観点  

□（1）専任教員又は基幹教員の研究活動（論文発表、学会活動、国際会議出席等）は教育

課程編成・実施の方針に基づき成果をあげている。 

□（2）専任教員又は基幹教員は、科学研究費補助金等の外部資金を獲得している。 

□（3）専任教員又は基幹教員の研究活動に関する規程等を整備し、研究環境の整備に努め

ている。 

□（4）専任教員又は基幹教員の研究倫理を遵守するための取組みを定期的に行っている。 

□（5）専任教員又は基幹教員の研究成果を発表する機会（研究紀要の発行等）を確保して

いる。 

□（6）専任教員又は基幹教員の研究、研修等を行う時間を確保している。 

□（7）専任教員又は基幹教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程を整備して

いる。 
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以上 


